
家賃の決定及び収入認定等に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、神奈川県県営住宅条例（平成９年１０月１７日神奈川県条例第３６号、以

下「条例」という。）第１７条、第１８条、第１９条、第３２条、第３４条、第３５条及び第３６条

並びに神奈川県県営住宅条例施行規則（平成１０年２月１３日神奈川県規則第４号、以下

「施行規則」という。）第１７条、第１９条及び第３２条の規定による家賃の決定、収入の申

告、収入の認定、収入超過者及び高額所得者の認定、収入超過者等に対する家賃等に関

して必要な事項を定めるものとする。 

 

（家賃の決定） 

第２条  住宅営繕事務所長は、入居者からの収入の申告に基づき、当該収入申告の属する

年の翌年度についての条例第１７条及び第１８条に規定する家賃を決定したときは、施行規

則第１７条の規定により家賃決定（変更）通知書（第１号様式）により入居者に通知する。 

２  住宅営繕事務所長は、条例第１９条第４項の規定による申立により収入の額を変更した

ときは、当該申立のあった月の翌月から、当該変更した収入の額に基づき条例第１７条及

び第１８条の規定により家賃を決定し、家賃決定（変更）通知書により入居者に通知する。 

３  住宅営繕事務所長は、条例第３４条に規定する収入が超過している者として認定した公

営住宅の入居者の家賃を算出したときは、家賃決定（変更）通知書により入居者に通知

する。 

４  住宅営繕事務所長は、条例第３８条に規定する高額所得者の家賃を算出したときは、家

賃決定（変更）通知書により入居者に通知する。 

５  住宅営繕事務所長は、条例第１９条第４項の規定による申立により収入超過者及び高額

所得者として認定した公営住宅の入居者の収入の額を変更したときは、当該申立のあっ

た月の翌月から、当該変更した収入の額に基づき条例第３４条または第３８条に基づいて算

出した額に家賃を変更し、家賃決定（変更）通知書により入居者に通知する。 

 

（収入認定） 

第３条  住宅営繕事務所長は、入居者からの収入申告に基づき、当該収入申告の属する年

の１０月１日において条例第１９条第２項に規定する収入の額を認定したときは、収入認定

（更正・変更）通知書（第２号様式）により入居者に通知する。 

２  住宅営繕事務所長は、条例第４６条の規定に基づき入居者の収入の状況について、当該

入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係人から報告を受け、又は官公署におい

て必要な書類を閲覧し、若しくはその内容を記録したときは、その内容に基づき条例第

１９条第２項に規定する収入の額を認定することができる。 

３ 第１項、前条第１項、第５条第１項及び第６条第１項の規定は、前項の規定により収



入の額を認定した場合、家賃を決定した場合及び条例第３２条第１項及び第２項に規定する

収入が超過している者（以下、「収入超過者」という。）若しくは条例第３５条第１項

に規定する高額の所得のある者（以下、「高額所得者」という。）を認定した場合に準

用する。 

４  前３項に規定する収入の額を認定する場合において、公営住宅法施行令（昭和２６年政

令第２４０号）第１条第３号による控除の基準日は、当該収入申告の属する年の９月３０日と

する。 

５  住宅営繕事務所長は、施行規則第１５条第１項に規定する県営住宅同居承認申請、施行

規則第１６条に規定する県営住宅入居承認申請又は施行規則第３７条第１項に規定する県営

住宅入居世帯異動届により、第１項の収入申告をした日の属する年度の収入の額（収入

申告後の場合にあっては、翌年度の収入の額を含む。）に変動があると認めるときは、

同居承認申請又は入居承認申請により収入の変動を伴う場合を除き、収入認定変更の申

立があったものとみなす。 

６  住宅営繕事務所長は、収入申告書提出後に当該年度分に係る施行規則第１９条第３項に

規定する収入認定更正（変更）申立書が提出された場合、その申立書の内容について、

翌年度分の収入認定更正（変更）の申立があったものとみなす。 

また、翌年度の収入認定後に当該内容に収入認定更正（変更）申立書が提出された場

合、その申立書の内容について、当該年度分の収入認定更正（変更）の申立があったも

のとみなす。 

７  住宅営繕事務所長は、施行規則第１９条第３項及び第４項の規定により収入の額を更正又

は変更をしたときは、収入認定（更正・変更）通知書により入居者に通知し、理由がな

いとするときは、収入認定（更正・変更）不承認通知書（第３号様式）により入居者に

通知する。 

 

（入居決定者の収入申告等） 

第４条  条例第８条に規定する入居決定者については、施行規則第３条により入居を申し込

むときの入居者資格を証する書類により、条例第１９条第２項の収入の額を認定すること

ができる。 

 

（収入超過者の認定） 

第５条  住宅営繕事務所長は、入居者からの収入申告に基づき、当該収入申告の属する年

の１０月１日において収入超過者と認定したときは、収入認定（更正・変更）通知書によ

り入居者に通知する。 

２ 住宅営繕事務所長は、要綱第３条第５項、第６項の規定によりみなされた収入認定更

正の申立があり、条例第３２条第１項及び第２項に規定する収入が超過している者と認定し

たときは、収入認定（更正・変更）通知書により入居者に通知する。 



３  住宅営繕事務所長は、条例第３２条第３項により収入が超過している者の認定を更正し

たときは、収入認定（更正・変更）通知書により、理由がないとするときは収入認定

（更正・変更）不承認通知書により入居者に通知する。 

４ 収入未申告世帯に対する条例第３２条第１項及び第２項に規定する収入超過者の認定

は、申告済みの世帯員の収入の合計又は第３条第２項の調査により判明した世帯員の収

入の合計により行うことができるものとする。 

 

（高額所得者の認定） 

第６条  住宅営繕事務所長は、入居者からの収入申告に基づき、当該収入申告の属する年

の１０月１日において条例第３５条第１項に規定する高額所得者と認定したときは、収入認

定（更正・変更）通知書により入居者に通知する。 

２  住宅営繕事務所長は、条例第３５条第２項により高額所得者の認定を更正したときは、

収入認定（更正・変更）通知書により、理由がないとするときは収入認定（更正・変

更）不承認通知書により入居者に通知する。 

３ 収入未申告世帯に対する条例第３５条第１項に規定する高額所得者の認定は、申告済

みの世帯員の収入の合計又は第３条第２項の調査により判明した世帯員の収入の合計に

より行うことができるものとする。 

 

（高額所得者に対する明渡し請求） 

第７条  条例第３６条による公営住宅の明渡しの請求は、明渡し請求書（第４号様式）によ

り入居者に通知する。 

２  明渡しの期限等については、別に定める。 

 

第８条 施行規則第１９条第３項の規定により行う認定更正は、規定の期限を経過した後

も行うことができる。 

 

附  則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

附  則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

 

 



附 則 

 この要綱は、平成２４年１月２３日から施行する。 

 


